
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
三
十
六
号

令
和
六
年

十
月
二
十
一
日

月　曜　日

目

次

規

則

○
山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

一

○
山
梨
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

一

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

○
建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

四

規
　
　
　
則

山
梨
県
規
則
第
四
十
一
号

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

山
梨
県
立
や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
山
梨

県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
第
五
条
第
一
項
」
を
「
第
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
第
五
条
第
二
項

各
号
」
を
「
第
六
条
第
二
項
各
号
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
中
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
十
二
条
の
規
則
で
定
め

る
場
合
」
を
「
第
十
一
条
の
特
別
の
理
由
」
に
改
め
、
「
利
用
す
る
場
合
」
の
下
に
「
に
該
当
す
る
こ

と
」
を
加
え
、
「
こ
と
が
で
き
る
」
を
削
り
、
「
利
用
料
金
」
を
「
使
用
料
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
使
用
料
の
加
算
の
対
象
と
な
る
行
為
）

第
四
条
　
条
例
別
表
第
二
号
の
表
備
考
の
規
則
で
定
め
る
行
為
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
と
す
る
。

一
　
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法

人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー

ス
の
所
在
地
を
住
所
と
す
る
法
人
の
設
立
又
は
住
所
の
変
更
の
登
記
を
す
る
こ
と
。

二
　
コ
ワ
ー
キ
ン
グ
ス
ペ
ー
ス
の
所
在
地
を
郵
便
物
若
し
く
は
民
間
事
業
者
に
よ
る
信
書
の
送
達
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
信
書
便
物
の
宛
先

又
は
官
庁
、
公
署
そ
の
他
の
者
に
提
出
す
る
書
類
の
住
所
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
。

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
知
事
が
認
め
る
行
為

別
記
様
式
中
「第

5
条
第

1
項

」
を
「第

6
条
第

1
項

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
二
号

山
梨
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

山
梨
県
職
員
に
対
す
る
児
童
手
当
の
認
定
及
び
支
給
に
関
す
る
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山

梨
県
規
則
第
五
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
児
童
手
当
・
特
例
給
付
受
給
者
台
帳
」
を
「
児
童
手
当
受

給
者
台
帳
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
児
童
手
当
・
特
例
給
付
受
給
者
台
帳
」
を
「
児
童
手
当
受
給

者
台
帳
」
に
、
「
行
な
う
」
を
「
行
う
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
児
童
手
当
・
特
例
給
付
受
給
者

台
帳
」
を
「
児
童
手
当
受
給
者
台
帳
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

二

別
記

様
式

（
第

３
条

関
係

）

円円円

有
・

無

有
・

無

有
・

無

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

（
表

面
）

児
童

手
当

受
給

者
台

帳

受給者

（
ふ

り
が

な
）

住
所

性
別

男
・

女
 

生
年

月
日

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

（
　

　
　

　
　

年
　

　
 月

　
　

日
変

更
）

氏
名

〒
　

　
　

-
〒

　
　

　
-電

話
　

               　
（

　
　

　
　

　
）

電
話

　
               　

（
　

　
　

　
　

）
配

偶
者

の
有

無

有
・

無
（

ふ
り

が
な

）
配

偶
者

の
職

業

被
用

者
・

公
務

員
・

被
用

者
等

で
な

い
者

配
偶

者
の

氏
名

児
童

手
当

該
当

年
月

日
第

３
子

以
降

３
歳

以
上

３
歳

未
満

非
該

当
年

月
日

児
童

と
の

関
係

監
護

の
有

無

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

年
　

　
月

　
　

日
同

・
別

同
一

・
維

持

　
　

年
　

　
月

　
　

日
同

・
別

同
一

・
維

持

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

・
未

成
年

後
見

人
・

父
母

指
定

者
・

同
居

父
母

有
・

無

有
・

無

児童
氏

名
続

柄
生

年
月

日
同

居
・

別
居

の
別

　
　

年
　

　
月

　
　

日

　
　

年
　

　
月

　
　

日

住
所

生
計

関
係

　
　

年
　

　
月

　
　

日
同

一
・

維
持

円
計

支
給

開
始

年
月

手
当

月
額

所
得

の
状

況

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月

備考

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

認
定

年
月

日

円

　
　

　
　

　
　

年
分

所
得

額
・

３
歳

未
満

分

・
第

３
子

以
降

分

・
３

歳
以

上
分

住
所

氏
名

（
消

滅
事

由
）

児
童

の
兄

姉
等

（
18歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初

の
３

月
31日

を
経

過
し

た
後

22歳
に

達
す

る
日

以
後

の
最

初
の

３
月

31
日

ま
で

の
間

に
あ

る
者

）

申
立

人
に

よ
る

監
護

相
当

の
状

況
（

い
ず

れ
か

に
〇

）

1.同
居

し
、

日
常

生
活

上
の

世
話

・
必

要
な

保
護

を
し

て
い

る
2.別

居
し

て
い

る
が

、
定

期
的

な
連

絡
・

面
会

等
を

し
て

お
り

、
監

護
相

当
で

あ
る

3.そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）

1.同
居

し
、

日
常

生
活

上
の

世
話

・
必

要
な

保
護

を
し

て
い

る
2.別

居
し

て
い

る
が

、
定

期
的

な
連

絡
・

面
会

等
を

し
て

お
り

、
監

護
相

当
で

あ
る

3.そ
の

他
（

　
　

　
　

　
　

　
　

）

　
　

　
年

　
　

月

　
　

　
年

　
　

月

卒
業

予
定

時
期

（
学

生
の

場
合

の
み

）
生

年
月

日

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

　
年

　
　

月
　

　
日

続
柄

申
立

人
に

よ
る

生
計

費
の

負
担

の
状

況
（

該
当

す
る

も
の

全
て

に
〇

）

1.生
活

費
（

食
費

、
家

賃
等

）
2.学

費
3.そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
）

1.生
活

費
（

食
費

、
家

賃
等

）
2.学

費
3.そ

の
他

（
　

　
　

　
　

　
）

職
業

等

・
学

生
・

無
職

・
そ

の
他

・
学

生
・

無
職

・
そ

の
他

通
学

先
（

学
生

の
場

合
の

み
）

　
　

年
　

　
月

　
　

日

支
給

事
由

消
滅

年
月

日
・

消
滅

事
由

同
・

別
同

一
・

維
持

同
・

別
同

一
・

維
持

　
　

年
　

　
月

　
　

日
同

・
別

　
　

年
　

　
月

　
　

日

別
記
様
式

（
第

3条
関

係
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

三

３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円

３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円

第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円

円
円

円
円

円

３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円

３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円

第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円

円
円

円
円

円

３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円

３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円

第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円

円
円

円
円

円

３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円

３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円

第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円

円
円

円
円

円

３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円

３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円

第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円

円
円

円
円

円

３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円
３
歳
未
満
分

円

３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円
３
歳
以
上
分

円

第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円
第
３
子
以
降
分

円

円
円

円
円

円

　
　
区
分

（
裏
面
）

　
　
　
　
　
年
度

　
　
　
　
　
年
度

円
円

円
円

　
　
　
　
　
年
度

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

支払金額

10月期

支
払
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

児
童
手
当
の
支
払
金
額

支
払
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

備
考

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

12月期

支
払
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

計

児
童
手
当
の
支
払
金
額

計
計

計　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

届
出
の
有
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

有
・
無

　
　
　
　
年
度

計

備
考

有
・
無

前
年
の
所
得
額

円

現況届

　
　
　
　
　
年
度

　
　
　
　
　
年
度

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

計
計

計
計

計

計
計

計
計

計

６月期

支
払
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

児
童
手
当
の
支
払
金
額

２月期

支
払
年
月
日

４月期
児
童
手
当
の
支
払
金
額

計 　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

児
童
手
当
の
支
払
金
額

計
計

計
計

計

計
計

計
計　

　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

児
童
手
当
の
支
払
金
額

計
計

計
計

計

８月期

支
払
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
三
十
六
号
　
　
令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

四

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
百
三
十
八
号
か
ら
第
百
四
十
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

百
三
十
八
　
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数
料

百
三
十
九
　
大
麻
草
採
取
栽
培
者
登
録
変
更
手
数
料

百
四
十
　
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
証
再
交
付
手
数
料

附
則
第
三
項
中
「
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
三
日
」
を
「
令
和
六
年
十
月
二
十
一
日
」
に
、
「
同
年

六
月
二
十
二
日
」
を
「
同
年
十
二
月
十
一
日
」
に
、
「
施
行
前
特
定
遊
興
飲
食
店
営
業
許
可
申
請
手
数

料
」
を
「
施
行
前
大
麻
草
採
取
栽
培
者
免
許
申
請
手
数
料
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
二
月
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
附
則
第
三
項
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
四
十
四
号

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

建
築
士
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

建
築
士
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

五
条
第
一
号
中
「
、
生
年
月
日
及
び
性
別
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


